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 令和５年第９回農業委員会総会議事録 

 

令和５年９月１５日（金）第９回総会を市役所南庁舎３階大会議室に招集した。 

 

農業委員１７人   

 会長 １８番 仲 田 清 志 会長職務代理者 １番 神 山 順 一 

 ２番 赤 井 勝 利 ３番 小 田 正 廣 ４番 西 村   勉 

 ５番 奥 津 賢 司 ６番 平  利 一 ７番 奥 津 忠 和 

 ８番 倉 脇 敏 弥 ９番 井 藤 孝 久 １０番 宮 本 武 博 

 １１番 藤 川  雅 １２番 小 川 広 文 １３番 山 田 條 一 

 １４番 森  立 夫 １５番 安 達 利 延 １６番 信 谷 昌 吾 

    

推進委員 ８人    

 １番 谷 岡 貴 寿 ２番 兒 玉 公 治 ３番 泉       登 

 ４番 溝尾 美惠子 ５番  三 輪 金 樹 ６番 妹 尾 良 和 

  ８番 大 原 砂 利 ９番 逸 見 則 夫 

    

欠席委員 ３人    

 １７番 藤 本    彰 ７番 後 藤 保 夫 １０番 妹 尾 元 弘 

    

    

 

議事   議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

     議案第４０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可 

            申請について 

     議案第４２号 現況証明に係る現況認定について 

 

    報告事項   法務局照会について 

            完了届について 

                            

協議事項 

      

そ の 他 

 

     事務局職員（書記） 事務局長 森本 裕子 

                  参事     谷岡 利典 

主任     真治 将史 
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（開会時刻 午前９時３０分） 

谷岡参事 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

谷岡参事 

 

 

赤井委員 

 

谷岡参事 

 

 

会  長 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から、新見市農業委員会第９回総会を開催いたします。本日の

出席は２５名です。欠席は１７番藤本委員、推進７番後藤委員、推進

１０番妹尾委員です。それでは、仲田会長がご挨拶を申し上げます。 

 

改めまして、おはようございます。備北民報に１７日、フルーツカ

ントリー熊野、前会長逸見さんのところと、ふれあいセンターまきで

ピオーネ祭りを行う掲載がありました。来週が草間地区とピオーネ交

流館で行われるようですが、コロナとインフルエンザが急上昇してい

るようですので予防等ご注意してください。今日も議案、その他で案

件が色々でてきますのでスムーズな進行ができるようにご協力をお

願い致します。 

 

続きまして「農業委員会憲章」の唱和を行います。今回は、２番赤

井委員に先導をお願いいたします。 

 

 「農業委員会憲章」の先導 

 

ありがとうございました。それではこれからの進行は、会長よろし

くお願いいたします。 

 

それでは只今から日程１「議事録署名委員の決定」に入ります。議

事録署名委員は、５番奥津賢司委員、６番平委員にお願いいたします。

続きまして日程２「議事」に入ります。議案第３９号農地法第３条の

規定による許可申請について、事務局の説明をお願いします。 

  

農地法第３条について、今回の議案についてでございますが、第３

条の申請が７件ございました。現地確認を１番、２番は９月６日に行

っており、３番から７番は９月４日に行っております。それでは、１

番でございます。場所は石蟹、現況地目は畑１筆でございます。移動

の理由は売買による所有権移転、作物は野菜、作業従事者は１人でご

ざいます。次に農地法第３条第２項各号の状況でございますが、まず、

第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する予定で、耕

作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する者の状況

等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できる

ものと見込まれます。第２号ですが、譲受人は個人であり適用はござ

いません。第３号につきまして信託ではないので適用はございませ

ん。第４号譲受人は農作業を行う必要がある日数につきまして農作業

に従事すると見込まれますので、該当はございません。第５号、貸借
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会  長 

 

森委員 

 

 

会  長 

 

 

奥津(忠)委員 

 

森委員 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

ではありませんので該当はございません。第６号ですが、譲渡人は高

齢により耕作することが難しくなったため、申請地近くに居住する譲

受人に売買することになったものであり、本件の権利取得により周辺

の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じない

ものと考えられますので、該当はございません。よって農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考

えます。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１４番森委員。 

 

１４番森です。現地確認に行きました。譲渡の関係はよろしいと思

います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご

質問はございませんか。７番。 

 

確認日はいつですか。 

 

９月６日、三輪推進委員、西村委員と３名で確認いたしました。 

 

他にご意見、ご質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号１番の議案に賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 

 

賛成多数と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、議案

第３９号２番について、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、２番でございますが、まず申請の概要についてご説明させて

いただきます。こちらは、営農型発電設備の設置に伴う申請となりま

す。営農型発電設備とは、農地に支柱を立てて、営農を適切に継続し

ながら上部空間に設置する太陽光発電設備等の発電設備をいいます。 

関連した申請としまして、後に議案４０号で出されています５条の１

番については、営農型発電設備設置のための支柱部分等についての一

時転用で、この３条の２番につきましては、農地の上部空間へ太陽光
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会  長 

 

神山委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

奥津(忠)委員 

 

真治主任 

 

神山委員 

 

パネルを設定するための、区分地上権設定となっています。また、議

案４１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可

申請では、下部の農地に「さかき」と「しきみ」を耕作する申請がで

ております。それでは、内容に入らせていただきます。２番でござい

ますが、場所は、足見、現況地目は畑２筆でございます。移動の理由

は営農型太陽光発電設備の設置に伴う、太陽光パネルを農地の空中部

分に設定するための、区分地上権の設定です。次に農地法第３条第２

項各号についてですが、区分地上権の設定に係る３条許可の判断につ

いては、第３条第２項ただし書きの例外事由に該当するため、第２項

各号の判断基準の審査は不要となっております。ただし、別の処理基

準において２点ございまして、１点目が申請農地及びその周辺の農地

に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと。２点目が申請地に

おける賃借人等の権利者の同意を得ていると認められる場合に限り

許可するものとされています。１点目の営農条件への支障について

は、５条の１番の一時転用許可において判断されることになっていま

す。そのため、ここでこの３条の２番が許可妥当とされた場合でも、

後の５条の１番が許可されない場合は、この３条の許可は行われない

ことを申し添えさせていただきます。２点目の賃借人等の権利者の同

意については、譲渡人から同意書を得ておりますので問題ありませ

ん。貸借期間は令和５年１０月１日から１０年間です。なお、農林水

産省の通知によりこの区分地上権設定の期間は支柱部分に対する一

時転用期間と同じ期間とされております。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１番。 

 

１番神山です。９月１１日に、藤本委員、藤川委員、妹尾推進委員、

私とで確認しております。場所は、旧足見小学校から西へ１．５キロ

行ったところの●●地区にあります。現状は、茅畑から木が生えかけ

た原野にちかいような状態です。問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご

質問はございませんか。７番。 

 

７番奥津です。空中部分に設置するのはどの位の高さですか。 

 

高さは、２メートルです。 

 

今から、同じ業者がされる美咲町での同じ事例の写真を回しますの

で見てください。ソーラーシアリングで断る理由もありません。下で
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会  長 

 

小田委員 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しきみ」を作るらしいです。 

 

３番。 

 

３番小田です。以前ソーラーシアリングで問題がありましたが、収

益に関しては問題ないですか。 

 

収益の関係ですが、以前、国からはおおむね８割以上の単収を確保

する要件が課せられておりました。今回の場所につきまして、荒廃農

地を再利用する場合におきましてはおおむね８割以上の単収確保の

要件は課さずに、農地が適正かつ合理的に利用されるか否かによる判

断とすると国から示されておりますので、単収がいくらかの要件は必

要ないこととなっております。以前は、荒廃農地を再利用する場合は

考慮されておらず、どの農地においても単収を確保するように要件が

課せられておりました。令和２年度末に荒廃農地を再利用する場合は

おおむね８割以上の単収確保の要件は課さないと国の方から通達が

ありました。 

 

他に、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号２番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 

 

 賛成多数と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、議案第

３９号３番の議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

 次に、３番でございますが、場所は、大佐小南、現況地目は 田２筆で

ございます。移動の理由は贈与による所有権移転、作物は水稲、作業従

事者は２人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でござい

ますが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する

予定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する

者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用

できるものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５号

は該当ありません。第６号ですが、譲渡人は高齢により耕作することが

難しくなったため、申請地近くに居住する譲受人に贈与することになっ
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会  長 

 

山田委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たものであり、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられますので、該当は

ございません。よって農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。以上です。 

     

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１３番。 

 

 １３番山田です。確認日は９月１１日、宮本委員、後藤推進委員と行

いました。場所は、●●●●地内の小阪部川の近くに●●●●がありま

す。そこから２００ｍ東に行ったところに申請地があります。問題ない

と思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号３番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、申請のとおり決定とします。続きまして、議案第３

９号４番の議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、４番でございますが、場所は、哲西町八鳥、現況地目は 田４筆

でございます。移動の理由は売買による所有権移転、作物は水稲、作業

従事者は３人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でござ

いますが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作す

る予定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事す

る者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利

用できるものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５

号は該当ありません。第６号ですが、譲渡人は県外に居住しており耕作

ができないため、申請地近くに居住する譲受人に売買することになった

ものであり、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられますので、該当はご

ざいません。よって農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。以上です。 
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会  長 

 

奥津(賢)委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

倉脇委員 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。５番。 

 

 ５番奥津です。確認を９月８日に、奥津委員、妹尾推進委員、私の３人

でしました。場所は、１８２号線から北房井倉哲西線に入り野馳郵便局

前を左方向へ１００ｍ入ったところにありました。４筆の内、●●●●

番、●●●●番は稲が植えられておりました。残り２筆は、農地の形状

からしたらＡからＢに近い状態です。譲受人に確認しましたら改良して

耕作する予定ですと聞いております。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号４番の議案に賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、申請のとおり決定とします。続きまして、議案第３

９号５番の議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、５番でございますが、場所は、西方、現況地目は 田２筆でござ

います。移動の理由は贈与による所有権移転、作物は水稲、作業従事者

は２人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でございます

が、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する予定

で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する者の

状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用でき

るものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５号は該

当ありません。第６号ですが、本申請地は、申請地近くを耕作している

譲受人に贈与することになったものであり、本件の権利取得により周辺

の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないもの

と考えられますので、該当はございません。よって農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。  

以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。８番。 

 

 ８番倉脇です。９月１２日に、溝尾推進委員と２人で確認しておりま
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会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

宮本委員 

 

 

 

 

会  長 

 

す。譲受人宅の前の農地になりますので、問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号５番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

  （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、申請のとおり決定とします。続きまして、議案第３

９号６番の議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、６番でございますが、場所は、大佐大井野、現況地目は 田４筆、

畑５筆でございます。移動の理由は売買による所有権移転、作物は水稲、

野菜、作業従事者は１人でございます。次に農地法第３条第２項各号の

状況でございますが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は

全て耕作する予定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作

業に従事する者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを

効率的に利用できるものと見込まれますので該当はございません。第２

号から第５号は該当ありません。第６号ですが、本申請地は、以前譲受

人が所有していた農地であり、譲渡人との双方合意により、譲受人が再

び売買により取得し耕作するものであり、本件の権利取得により周辺の

農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと

考えられますので、該当はございません。よって農地法第３条第２項各

号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。以

上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１０番。 

 

 １０番宮本です。９月１２日に山田委員、後藤推進委員と３人で確認

しました。譲受人が以前に、自分の土地を経営上の失敗で譲渡したとこ

ろで、それを買い戻しするものです。場所は、●●●学校の近くにあり

ます。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 
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真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

平委員 

 

 

 

会  長 

 

 

奥津(忠)委員 

 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号６番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

  （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、申請のとおり決定とします。続きまして、議案第３

９号７番の議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、７番でございますが、場所は、上市、現況地目は 畑１筆でござ

います。移動の理由は売買による所有権移転、作物は野菜、作業従事者

は３人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でございます

が、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する予定

で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する者の

状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用でき

るものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５号は該

当ありません。第６号ですが、譲渡人は近年耕作をしておらず、本申請

地は休耕地となっていたところ、譲受人が申請地を売買により取得し耕

作することで合意に至ったものであり、本件の権利取得により周辺の農

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考

えられますので、該当はございません。よって農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。なお、

本申請地は、元の上市●●●番●を、本申請の上市●●●番●と、後の

５条の２番と３番の土地の３つに分筆した土地となっています。以上で

す。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。６番。 

 

 ６番平です。現状は畑であり防草シートがかけてありました。９月７

日に、泉推進委員と確認しております。場所は、１８０号線上市●●●

●●●の新見寄り３０ｍ下手にあります。問題ないと考えます。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。７番。 

 

７番奥津です。一反あたり●●●●万円ですが間違いありませんか。

畑ですが。 
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平委員 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

神山委員 

 

 

 

３件の１つになります。畑として使用されます。 

 

他にご意見、ご質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３９号７番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

  （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、申請のとおり決定とします。続きまして、議案第４

０号農地法第５条の規定による許可申請について、事務局の説明をお願

いします。 

 

次に第５条の申請につきまして、１４件申請がございました。現地確

認を１番と５番から１４番は９月６日に行っており、２番、３番、４番

は９月４日に行っております。では１番ですが、場所は足見、現況地目

は畑２筆です。転用理由ですが、榊、しきみの栽培を行いながら、営農型

太陽光発電設備を設置し、一時的に利用するものです。先の３条の時に

も説明させていただきましたが、この申請は、営農型発電設備設置のた

めの支柱部分等についての一時転用となります。一時転用の面積は、全

面積２１３１㎡のうち、支柱部分と周りのフェンス部分を合わせて、１

８．６１５５㎡となります。契約の種類は使用貸借権設定です。工事期

間は令和５年１０月１日から令和６年９月３０日までで、一時転用期間

は令和５年１０月１日から１０年間です。この申請地は農振農用地で、

転用は原則不許可ですが、例外許可規定、仮設工作物の設置その他の一

時的な利用に該当しているため、農地区分と転用目的は問題ないと考え

ます。また、被害防除計画等も適正であり、周辺農地への影響はないと

考えられ、申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、この転用はや

むを得ないものと考えます。資金計画ですが、設備建設費は記載のとお

りで、自己資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１番神山委員。 

 

 １番神山です。３条で説明したとおりで同じ場所です。問題ないと思

います。 
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会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

平委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号１番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続いて２番。 

 

続きまして、２番でございます。場所は上市、現況地目は畑１筆で、転

用目的は住宅用地です。転用理由ですが、家族が増えアパートが手狭に

なってきたため、実家近くで住宅木造２階建ての建築の計画しており、

条件に合った適当な土地が申請地しかなかったため、申請地に新築する

ものです。契約の種類は売買による所有権移転です。工事期間は令和５

年９月１５日から令和６年１２月３１日までです。価格は記載のとおり

です。この申請地は、都市計画法に規定する用途地域内にある第３種農

地（準工業地域）と考えます。農地区分と転用目的は問題ないと考えま

す。建ぺい率につきましても、２２％以上ですので、問題ありません。ま

た、被害防除計画等も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、

申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、この転用はやむを得ない

ものと考えます。資金計画ですが、土地取得費、土地造成費、建築費は記

載のとおりで、借入金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。６番。 

 

 ６番平です。３条での上市、所有権移転の一部でございまして、その

地に住宅を建てるものです。隣地承諾もでておりますので問題ないと思

います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号２番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 
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真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

平委員 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続いて３番。 

 

次に、３番でございます。場所は上市、現況地目は畑１筆で、転用目的

は進入路設置です。転用理由ですが、先の３条の７番で取得申請してい

る農地と前の２番の宅地への進入路を確保する必要があるため、申請す

るものです。契約の種類は売買による所有権移転です。工事期間は令和

５年９月１５日から令和５年１２月３１日までです。価格は記載のとお

りです。この申請地は、都市計画法に規定する用途地域内にある第３種

農地（準工業地域）と考えます。農地区分と転用目的は問題ないと考え

ます。 

また、被害防除計画等も適正であり、周辺農地への影響はないと考えら

れ、申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、この転用はやむを得

ないものと考えます。資金計画ですが、土地取得費、土地造成・路盤工事

費は記載のとおりで、自己資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。６番。 

 

 ６番平です。この件につきましても前２件と同じ土地、奥の畑に入る

ための進入路を作るためのものであり問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号３番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続いて４番。 

 

次に、４番でございます。場所は千屋井原、現況地目は田２筆でござ

います。転用目的は作業道、資材置場です。転用理由は、木の伐採作業及

び搬出に伴い、作業道及び原木置場としたいためというものです。契約

の種類は一時転用の賃借権設定です。工事期間は許可日から２年間です。
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会  長 

 

小田委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

全  員 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

この申請地は、農振農用地ですが、この度の転用は一時転用であること

から、農地区分と転用目的は問題ないと考えます。また、被害防除計画

も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、申請地に代えて利

用できる適当な土地はなく、この転用はやむを得ないものと考えます。

資金計画ですが、土地賃貸料、土地造成費は記載のとおりで、自己資金

によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。３番。 

 

 ３番小田です。この件は、先月問題があったところです。パトロール

の後、次の日に会長と赤井委員と現場に行った場所です。記載のとおり

でやむおえないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号４番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続いて５番。 

 

続きまして、５番から１４番ですが、５番と６番と７番が同様の申請

地、９番と１０番が同様の申請地、１１番と１２番が同様の申請地、１

３番と１４番が同様の申請地、となっておりますので、各同様の申請地

はまとめて説明させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

「よろしい」 

 

では５番、６番、７番でございます。場所は正田、現況地目は５番が畑

１筆、６番が田１筆、７番が畑１筆でございます。転用目的は太陽光発

電設備です。転用理由ですが、日照条件等を満たす申請地に太陽光発電

設備を設置するものです。契約の種類は売買による所有権移転です。工

事期間は令和５年９月２０日から令和５年１１月３０日までです。価格

は記載のとおりです。この申請地は、都市計画法に規定する用途地域内

にある第３種農地（準工業地域）と考えます。農地区分と転用目的は問
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会  長 

 

西村委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

西村委員 

題ないと考えます。また、被害防除計画等も適正であり、周辺農地への

影響はないと考えられ、申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、

この転用はやむを得ないものと考えます。資金計画ですが、土地取得費、

建設費は記載のとおりで、自己資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。４番 

 

 ４番西村です。９月９日、森委員、三輪推進委員、私の３名で現地確認

をしました。５、６、７番の３筆隣接しておりました。位置は、●●●地

区を入り●●●●●があります。そこから２００ｍ高梁川の方へ入った

ところにありました。異常ありません。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号５、６、７番の議案に

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続いて８番。 

 

次に８番でございます。場所は正田、現況地目は田１筆、畑１筆でご

ざいます。転用目的は太陽光発電設備です。転用理由ですが、日照条件

等を満たす申請地に太陽光発電設備を設置するものです。契約の種類は

売買による所有権移転です。工事期間は令和５年９月２０日から令和５

年１１月３０日までです。価格は記載のとおりです。この申請地は、都

市計画法に規定する用途地域内にある第３種農地（準工業地域）と考え

ます。農地区分と転用目的は問題ないと考えます。また、被害防除計画

等も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、申請地に代えて

利用できる適当な土地はなく、この転用はやむを得ないものと考えます。

資金計画ですが、土地取得費、建設費は記載のとおりで、自己資金によ

るものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。４番 

 

 ４番西村です。現場の位置は、●●地区に●●●●●があります。そ
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会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

全  員 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

西村委員 

 

 

のすぐ裏側、高梁川の裏に申請地がありました。これも９月９日に、森

委員、三輪推進委員、私の３名で現地確認をしました。問題ないと思い

ます。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号８番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続いて９番。 

 

 ９番から１４番までは、譲受人の業者が同じなので一括して説明させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 

 「よろしい。」 

 

 次に９番と１４番でございます。場所は正田、現況地目は９番が田１

筆、１０番が田１筆、１１番が畑１筆、１２番が畑１筆、１３番が田１

筆、１４番が田１筆でございます。転用目的は太陽光発電設備です。転

用理由ですが、日照条件等を満たす申請地に太陽光発電設備を設置する

ものです。契約の種類は売買による所有権移転です。工事期間は令和５

年９月２０日から令和５年１１月３０日までです。価格は記載のとおり

です。この申請地は、都市計画法に規定する用途地域内にある第３種農

地（準工業地域）と考えます。農地区分と転用目的は問題ないと考えま

す。 また、被害防除計画等も適正であり、周辺農地への影響はないと

考えられ、申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、この転用はや

むを得ないものと考えます。資金計画ですが、土地取得費、建設費は記

載のとおりで、自己資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。４番。 

 

 ４番西村です。９月９日に、森委員、三輪推進委員、私の３名で現地確

認をしました。９、１０、１３，１４番の位置ですが、●●地区に●●●

●●会社があります。そこから高梁川に向けて３００ｍ入ったところに
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会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  員 

 

会  長 

 

 

 

森本局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

兒玉委員 

 

ありました。４筆が隣接していました。１１、１２番の２筆は、●●●橋

から東に２００ｍあがったところにありました。いずれも問題ないと思

います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４０号９番から１４番の議

案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。なお、今回の案件

全てについては面積が３０ａ未満のため、県農業会議への諮問は任意と

なりますが、諮問不要としてよろしいか。 

 

 「よろしい。」 

 

 諮問不要として、許可を決定いたします。続きまして、議案第４１号

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可申請の新規に

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

 今回新規の貸付が７件でております。借受人は農業従事者、農機具な

ども揃っており農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満たす

と考えます。１番千屋実、田１筆１０年３ケ月使用貸借、２番千屋実、田

２筆１０年３ケ月使用貸借、３番足見、畑２筆１０年使用貸借、４番神

郷下神代、田２筆５年３ケ月使用貸借、５番哲多町老栄、田１筆５年３

ケ月使用貸借、６番哲多町老栄、田１筆５年３ケ月使用貸借、７番哲多

町本郷、田１筆９年４ケ月使用貸借です。なお、３番以外は農地中間管

理事業によるものです。３番が営農型発電による利用権設定となります。

新規については以上です。 

 

新規について事務局の説明が終わりました。続いて関係地区委員の説

明を求めます。推進委員２番。 

 

推進委員２番兒玉です。９月９日に、小田委員と私とで現地確認しまし

た。場所は、千屋●●から●●●県道●●●号のところを６００ｍ大佐
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会  長 

 

妹尾委員 

 

 

 

会  長 

 

大原委員 

 

 

 

 

会  長 

 

逸見委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方面に抜けたところを県道法面下に１件あります。ここは、元々田でし

たがしばらく放置されておりました。現在はそこに牧草を植えて放牧地

にするそうです。牛も入っておりました。２番は、１件目からさらに大

佐に抜けて５００ｍ行ったところ県道山手の方にありました。しばらく

休耕されておりましたが、ここも放牧地として現在、牛を放牧されてお

りました。問題ないと考えます。以上です。 

 

 続いて３番を推進委員６番。 

 

 推進委員６番妹尾です。９月１１日に、藤本委員、神山委員、藤川委員

と現地確認を行いました。場所は、●●●学校から西へ１.５キロ行きま

すとありました。営農型太陽光発電ですが問題ないと思います。 

 

続いて４番を推進委員８番。 

 

 推進委員８番大原です。９月８日、仲田会長、信谷委員と現地確認し

ました。場所は、●●●●の●は備中神代駅から東城方面５００ｍ先の

線路沿い、●●●●の●は備中神代駅から米子方面５００ｍ先線路沿い

にありました。問題ないと思います。 

 

続いて５、６、７番を推進委員９番。 

 

 推進委員９番逸見です。現地確認を９月１０日、井藤委員、小川委員、

安達委員、私で行いました。場所は、５番、哲多総合センターから市道●

●●線を●●●学校へ向けて４キロ先頂上付近の耕作者宅付近にありま

す。６番、５番の隣の田になります。７番は、哲多総合センターから県道

を正田方面に１キロ先右側に●●●会社があります。そこを道を隔てて

左側の田です。いずれの農地も問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。新規について、ご意見ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４１号の新規について賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 
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森本局長 

 

 

会  長 

 

 

全  員 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

神山委員 

 

 全員賛成と認め、新規は決定といたします。続きまして再設定につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

 再設定が５件出ております。今まで耕作されてきたものの継続ですの

で、問題はないと考えます。再設定については以上です。 

 

 再設定について事務局の説明が終わりました。関係地区委員より補足

説明がありますか。 

 

 「ありません。」 

 

 再設定について、ご意見ご質問はございませんか。 

 

 （意見、質問なし） 

 

 ご意見、ご質問ございませんので、議案第４１号再設定の議案に賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、再設定は決定といたします。それでは、４５分まで

休憩といたします。 

 

～ 休憩 ～ 

 

 再開をいたします。議案第４２号現況証明にかかる現況認定について、

事務局の説明をお願いします。 

 

次に現況証明の申請につきまして、１件申請がございました。１番で

ございます。現地確認を９月６日に行っております。場所は足見と草間、

台帳地目は田１筆、畑２筆です。現況地目は原野でございます。理由は、

申請地は、耕作していた母親の死亡後、管理すること難しくなったため、

平成１４年１０月頃から、現況のとおりとなっている。というものでご

ざいます。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１番。 

 

 １番神山です。９月１１日に、藤本委員、藤川委員、妹尾推進委員、私

で確認しております。場所は、草間台小学校から北西へ１キロ行ったと
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会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

ころです。木が生えかけており原野認定と考えます。 

 

 事務局、地区委員の説明が終わりました。この件について、ご意見ご

質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４２号１番について認定に

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め、認定といたします。続きまして、報告事項に入りま

す。法務局照会について、事務局の説明をお願いします。 

 

法務局照会について今回６件ございました。現地確認を１番から５番

は８月２２日に行っており、６番は８月２５日に行っております。 

１番の場所は哲多町荻尾、登記地目は畑１筆、現況地目は原野という

申請で、該当地は時期不詳で原野となっている、というものです。農業

委員と事務局の現地確認の結果、法務局へは、非農地で回答しています。 

２番の場所は法曽、登記地目は畑２筆、現況地目は原野という申請で、

該当地は時期不詳で原野となっている、というものです。農業委員と事

務局の現地確認の結果、法務局へは、非農地で回答しています。 

３番の場所は法曽、登記地目は畑５筆、現況地目は原野という申請で、

該当地は時期不詳で原野となっている、というものです。農業委員と事

務局の現地確認の結果、法務局へは、非農地で回答しています。 

４番の場所は哲多町田渕、登記地目は田４筆、現況地目は原野という

申請で、該当地は時期不詳で原野となっている、というものです。農業

委員と事務局の現地確認の結果、法務局へは、非農地で回答しています。 

５番の場所は千屋花見、登記地目は畑１筆、現況地目は山林という申

請で、該当地は時期不詳で山林となっている、というものです。農業委

員と事務局の現地確認の結果、法務局へは、非農地で回答しています。 

６番の場所は新見、登記地目は田３筆、現況地目は宅地、公衆用道路

という申請で、該当地は時期不詳で宅地、公衆用道路となっている、と

いうものです。農業委員と事務局の現地確認の結果、法務局へは、非農

地で回答しています。以上です。 

 

この件について、関係地区委員より確認日、補足説明があればお願い

します。１番を９番井藤委員。 
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井藤委員 
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森委員 

 

会  長 

 

小川委員 
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小田委員 
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倉脇委員 

 

 

会  長 

 

 

森本局長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

９番井藤です。８月１８日、小川委員、安達委員、逸見推進委員、私の

４名で現地確認しました。原野となっておりました。以上です。 

 

２番を１４番森委員。 

 

１４番森です。９月１８日に西村委員、三輪推進委員と確認しており

ます。原野になっておりました。 

 

３番については同じよいですか。 

 

はい。 

 

２番３番は同じです。４番について１２番小川委員。 

 

１２番小川です。８月１８日農地パトロール時に、井藤員、安達委員、

逸見推進委員、私の４人で現地確認しております。長年耕作されておら

ず立木や茅でおおわれており原野として確認しました。 

 

５番について３番小田委員。 

 

３番小田です。８月１３日、兒玉推進委員と確認いたしました。場所

は、花見の●●●の左側、木で埋まっておりました。 

 

６番について８番倉脇委員。 

 

６番倉脇です。８月３１日に、平委員と確認しております。宅地およ

び公衆用道路となっておりました。 

 

ありがとうございました。次に、完了届について、事務局の説明をお

願いします。 

 

完了届が５件出ています。１番２番３番について正田地内農地法第５

条太陽光発電施設、４番哲西町大野部地内農地法第５条露天資材置場、

５番哲西町矢田地内農地改良嵩上げです。以上です。 

 

 この件について関係地区委員より、確認日と補足説明があればお願い

します。４番。 
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会  長 

 

 ４番西村です。９月９日に、森委員、三輪推進委員、私の３名で現地確

認日しました。１、２、３番ですが太陽光発電設備が設置されておりま

した。 

 

 ４番について５番奥津委員。 

 

 ５番奥津です。９月８日に現地確認しました。 

 

 ５番について７番奥津委員。 

 

 ７番奥津です。９月８日に確認しました。 

 

続きまして、日程３協議事項に入ります。事務局からなにかありまし

たらお願いします。 

 

８月に神山会長代理から提案がありました農業委員会憲章の唱和につ

いて、今までとおりとするか廃止にするかの採決を行いたいと思います。 

 

（賛否の挙手） 

 

廃止のほうが多いので、次回より農業委員会憲章の唱和は廃止といた

します。続いて、他に何かありますか。 

 

先日の農地パトロールで無断転用を発見したのですが、それの対応の

仕方を協議していただきたいと思います。今までは、農業委員が見つけ

た段階で出向いて指導を行ったうえで、対応が見られないときに部会で

相談したうえで文章を送ったりしていたようですが、私が思うに違反す

る者に委員が出向いて行かなければならないのか、先に書面とかで農業

委員会が強くでた方が良いのではないかと思いました。事務局に相談し

ましたら今までは、農業委員さんが出向いて事情説明し始末書を書いて

いただくようです。他で調べてみましたら指導通知書とかそのような関

係の書面があるようです。文言が行政の書面で行うと厳しいようで、問

題点としては喧嘩になるのではないかとの意見を聞いたのですが、今後

の対応として今までとおりに行った方がスムーズに進行するようでした

ら委員が出向いてとは思うのですが、指導通知書案などを事務局と作成

してみたらと思います。皆様のご意見を聞かせていただきたく思います。 

 

それでは、指導通知書を事務局と相談しながら次回委員会で採決しま

す。文書を送ってあるほうが話やすいのかと思いますし、今までは工事
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会  長 

 

信谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

着工した時点で農業委員が見つけて指導し許可取るなりしていました。

見逃して工事をされてしまいパトロールや利用状況調査で発見するパタ

ーンです。来月、案を進めましょう。続きまして、その他、農地パトロー

ルの報告を各班代表よりお願いします。１班からお願いします。 

 

２番赤井が報告いたします。目合わせを西方で行いまして坂本●●地

区に入りました。集落の下の方は荒地になっております。今後このよう

に坂本は耕作放棄地のようになっております。千屋は問題になりました

不法に使用していた井原地域です。会長と見に行き話が出来ております。

菅生も集落の下、県道のほとりも荒地です。上熊谷も県道のほとりが原

野です。下熊谷も県道のほとりです。集落の近くが荒地ばかりです。今

後対策を新見市も考えていただきたいと思います。県道のほとり、国道

のほとりですから市なり農業委員会なり色々の方面で今後の対策を考え

ていただきたく思います。以上です。 

 

ありがとうございました。２班お願いします。 

 

神山が報告いたします。草間●●地区●●地区●●地区を回りました。

●●地区で建物が農地に建っていた無断転用１件見つけました。●●地

区で農地に放置自動車があり写真を撮り指導をさせていただきました。

以上です。 

 

３班お願いします。 

 

３班宮本です。●●地区ですが、大佐山の飲料水を汲むすすぐそば  

で２年ほどの間に極端に荒れた場所にシキが生えていました。●●地区

は、農地が荒れていましたがＢからＡに変更になり良い例です。●●地

区小学校裏ですが、これも極端に荒廃が見られました。以上です。 

 

４班お願いします。 

 

４班です。５カ所見て回りました。写真で見ますと４枚ある内の左下、

嵩上げですが前回見た時とまったく変わっておりませんでした。本人に

聞いたところ、泥がないので現状のままになっているということでした。

右側の下、これも嵩上げなのですが前回見た時よりは若干泥が積んであ

りましたが、重機もありましたので今から作業するのかと思われます。

右の上、神郷●●●●に太陽光を工事したときに資材置場をする予定だ

ったのですがこの会社が倒産されまして連絡がとれなくどうしようもな

い状況です。左の上、これも神郷●●●●に太陽光工事をするときに、



- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

井藤委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

奥津(忠)委員 
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森本局長 

 

 

残土置場にする予定でしたが近隣の方の指摘があり、できないというこ

とで現状のままになっております。腐葉土だけ山積みにしてあります。

申請を取り下げるか、これで完了したことにするか本人さんと相談して

おります。裏にまわりまして、農機具倉庫を建てる予定でしたが本人さ

んと話しておりませんが、ここへ建てる予定ではあるということでした。

以上です。 

 

５班お願いします。 

 

９番井藤です。哲多班は、完了届、嵩上げと法務局照会を確認しまし

た。法務局照会の●●地区を確認し、●●、●●地区の店舗進入路完了

届の確認をしました。これは毎年、見ているのですがまったくいっしょ

の状態なのでよくわかりません。●●に行く途中に●●●●●の嵩上げ

を確認し、●●で法務局照会の畑を確認し、最後に●●、●●で宅地の

完了届を確認しました。哲多総合センターで解散しました。以上です。 

 

６班お願いします。 

 

６班奥津です。完了届未提出のところを見て回りました。今日、２件

出ておりました。１件亡くなられた方が倉庫を建てる予定のものがあっ

たんですが、これは手をつけてない状態でどうしようもないです。主要

道路を走りながら無断転用があるか無いか調べましたが無断転用はあり

ませんでした。かなり田が荒れているところが見うけられましたので今

度農地を見回るときにもう一度確認したいと思います。 

 

先月は暑い中、農地パトロールご苦労様でした。少しでも早目に発見

し違法転用が無いように今後ともよろしくお願いいたします。農地パト

ロールについては以上です。先月、神山代理より出された検討事項なの

ですが農業委員会憲章はしないということですが、２番の農地法第３条

の確認書の読み上げについては今までとおり残していくと、それから各

議案の担当委員の場所の説明についてはおおまかに言えば良いのではと

いうことです。タブレット端末の導入については、一台は納入済である

と、なかなか利用効率が悪いということで今は検討中だということです。

５番の法務局照会確認については、相手があることなので今までとおり

となるでしょう。続きまして、事務局から何かありますか。 

 

事務局から、利用状況調査の配布資料を説明させていただきます。航

空写真と野帳リスト、Ａ３版フラットファイルをお配りしております。

現地調査の野帳をご覧ください。記入例を付けさせていただいておりま
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会  長 

 

谷岡参事 

 

 

す。基本的には昨年と変更ない調査となっております。農地形状ですが

丸が耕作地または不作付地で草刈り管理がされているもの、ＡはＡ分類

で再生利用可能な荒廃農地、ＢがＢ分類で再生利用が困難と見込まれる

農地、外が農地以外に転用された土地で、ハイフンが調査の場所がわか

らないなどとなっております。今回のリストですが、今まで記録が無い

ものについても記載させていただいております。国土調査などにより地

番が変わっている、分筆し新たな筆が増えた、登記地目は宅地となって

いるが現況農地となっているものなどをあげさせていただいておりま

す。令和５年度形状の方に令和４年度の状態と同じ形状を印刷しており

ます。そのままであればそのままで調査の日付を記載してください。変

更になっている場合は変更記入してください。Ｂの中で山であるものは

教えていただければと思います。重点的には丸とＡを見ていただくよう

になります。Ｂについては変更があれば、余裕があれば見ていただけれ

ばと思います。今回、備考欄に利用権設定があったものについて記入さ

せていただいております。Ｂなのですが利用権設定されているものがあ

ります。こちらについては特に確認をお願いします。提出は１１月末を

目標に考えております。お配りしている航空写真の写真は古いものにな

ります。区分けは、航空写真がほぼ正しいかと思いますが現在の写真と

なりますとお配りしている航空写真のほうが古いので、インターネット

でｅＭＡＦＦ農地ナビを農水省が掲載しております。地番を入力したら

エリアの新しい航空写真が見れます。行く前に、航空写真の枠とｅＭＡ

ＦＦ農地ナビの新しい写真で比べていただいたほうが良いかと思いま

す。 

  

今日、農政部会をしたので報告します。 

 

今日の９時から農政部会を、視察研修について会合させていただきま

した。会合議題は、昨今の公務中のアルコールについて等でした。視察

研修には行きましょう。但し、行き帰り道中のバスでのアルコールは禁

止。宿に着いて１７時以降の飲酒のみということです。研修の内容とし

ましては、タブレット端末を活用されている他地区農業委員さんのとこ

ろに行こうと思っております。日程は、１１月末から１２月初めぐらい

で考えたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、次回総会についてお願いいたします。 

 

次回の総会ですが、１０月１９日木曜日、午前９時３０分から場所は

南庁舎１階会議室１Ｃで開催します。なお、１１月の総会につきまして

は１１月１６日木曜日南庁舎１階会議室１Ｃで予定しております。以上



- 25 - 

 

 

 

会  長 

 

 

神山代理 

 

 

 

です。 

    

 他に、皆さんからのご意見ご質問はございませんか。では、閉会を神

山代理にお願いします。 

 

 以上で総会を閉会します。本日は、お疲れ様でした。 

（閉会挨拶） 

 

 （閉会時刻 午前 １１ 時 １３ 分） 
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